
別紙 評価基準（書面） 

令和8年度津堅島公共交通実証事業支援業務 

受託候補者評価基準（一次審査） 

評価項目 評価の着眼点 配点 

企業の評価 企業の実績 

過去５年以内の沖縄県内での『自家用有償旅客運送』等に関する業務実績

（類似業務は評価の対象としない） 

・実績件数及び業務概要（最大5件） 

（判断基準） 実績件数×２点 

１０ 

技術力 

業務実施体制 

技術者のみならず、会社全体として業務へのバックアップ体制が確保され

ている 

・予定管理技術者を補助する担当技術者数 

※有資格は技術士またはRCCM（都市及び地方計画） 

（判断基準） 

 ・２人以上（うち、有資格者：２人以上）：８点 

 ・２人以上（うち、有資格者：１人）  ：６点 

 ・２人以上（うち、有資格者：０人）  ：３点 

 ・１人                ：１点 

８ 

予定管理 

技術者の 

能力、実績 

主たる担当 

技術者能力 

主たる技術者の保有資格 

（判断基準） 

・技術士（都市及び地方計画）      ：３点 

・RCCM-都市及び地方計画       ：２点 

・技術士（総合技術監理部門又は建設部門）：１点 

・なし                 ：０点 

３ 

主たる担当 

技術者実績 

過去5年以内の『自家用有償旅客運送』に関連する業務に従事した実績 

・実績件数（最大3件） 

（判断基準） 実績件数×２点 

６ 

地域精通度 

主たる担当 

技術者実績 

過去5年以内の沖縄県内での『公共交通』に関連する業務に従事した実績 

・実績件数（最大3件）  

（判断基準） 実績件数×１点 

３ 

副担当 

技術者実績 

過去5年以内の沖縄県内での『公共交通』に関連する業務に従事した実績 

・実績件数（最大3件）  

（判断基準） 実績件数×１点 

３ 

合計 ３３ 

■評価手順及び順位の決定方法 

１ 一次審査は事業応募者総数が４社以上の場合に実施する。順位の決定は、提出された参加表明書等を委員⾧が指名す

る委員が独立して評価基準に基づき評価し、採点の結果、最も点数の高い提案者の順位点を「４点」、次点を「２点」、３

位を「１点」とし、合計点が高い上位３者を一次通過者とする。 

２ 点数が同点になった場合は、次の方法により順位を決定する。 

（１） 評価項目「主たる担当技術者実績」の点数が高い者を上位とする。 

（２） （１）が同点の場合は、評価項目「業務実施体制」の点数が高い者を上位とする。 

なお、一次審査の点数は、二次審査に引き継がないものとする。 

  



別紙 評価基準（プレゼンテーション） 

令和8年度津堅島公共交通実証事業支援業務 

受託候補者評価基準（二次審査） 

評価項目 評価の着眼点 判断基準 評価 配点 

企 

画 

提 

案 

業務 

実施方針 

業務の背景、課題、目的等を十分に理解しているか。（多角的視点等） 

仕様書の要件等を踏まえた業務実施方針となっているか。 

高い 20 

２０ 

やや高い 17 

普通 12 

やや低い 7 

低い 2 

実施体制 業務を効率かつ円滑に遂行できる実施体制となっているか評価 

高い 15 

１５ 

やや高い 12 

普通 9 

やや低い 5 

低い 2 

業務工程 業務を効率かつ円滑に遂行できる工程となっているか評価 

高い 15 

１５ 

やや高い 12 

普通 9 

やや低い 5 

低い 2 

特定テーマ 

（自由提案） 

特定テーマ「グリーンスローモビリティを活用した津堅島観光の付加価値

向上について」 

・本市（事業対象地）にとって、有効的な提案となっているか評価 

・提案内容が、独自性、適格性、実現性を有するものであるか評価 

高い 40 

４０ 

やや高い 36 

普通 24 

やや低い 12 

低い 4 

プレゼン 

テーション 

企画提案の内容と整合し、資料が分かりやすく整理されており、プレゼン

テーションでその内容が確認できるか、応答内容の的確性について評価 

高い 10 

１０ 普通 6 

低い 3 

合計   １００ 

■順位の決定方法及び最低基準点の設定 

１ 提出された企画提案書等に基づいた提案者のプレゼンテーションを受け、各選定委員が評価基準に基づいて評

価し、委員の採点の結果、最も点数の高い提案者の順位点を「４点」、次点を「２点」、３位を「１点」とし、各委員の

順位点を合計した結果、合計点が最も高いものを受託候補者とする。 

２ 点数が同点になった場合は、次の方法により順位を決定する。 

（１） 評価項目「特定テーマ」の点数が高い者を上位とする。 

（２） （１）が同点の場合は、評価項目「業務実施方針」の点数が高い者を上位とする。 

３ 最低基準点の設定 

最低基準点は６０点とし、各委員の評価点の平均点が６０点に満たない場合は応募が１社であっても選定を見送る。 


